
 

〈開会前〉 

  ・執行部新任職員紹介（総務部長から） 

  ・事務局新任職員紹介（事務局長から） 

 

 

 

 

 



 

 

資　料 １



 

１ 選任を必要とする議会内役員及び各種行政審議会委員等 

（１）知事が議会の同意を得て選任するもの 

名  称 選任数 
法 令 等 に 

基づく任期 
根 拠 法 令 

監 査 委 員 ２人 
議員の任期 

（１年） 

地方自治法 

 第195条第１項、第２項、 

  第196条第１項、第６項、 

 第197条 

宮崎県監査委員条例 

  第２条 

  （注） （ ）は先例による。 

  
 

（２）知事が委嘱するもの 

名  称 選任数 
法 令 等 に 

基づく任期 
根 拠 法 令 

開 発 事 業 

特 別 資 金 

審議会委 員 

２人 
－ 

（１年） 

石河内第二発電所及び川原発電所に

関する株式より生ずる利益金の使用

等に関する条例 

  第９条 

感染症対 策 

審議会委 員 
１人 

２年 

（１年） 

宮崎県感染症対策審議会条例 

  第３条、第４条 

都 市 計 画 

審議会委 員 
４人

 － 

（１年） 

宮崎県都市計画審議会条例   

  第２条 

  （注）○ 「開発事業特別資金審議会」の定数は条例上４人以内だが、先例により２人

を選任。 

      ○ 「都市計画審議会」の定数は条例上６人以内だが、先例により４人を選任｡ 

       ○ （  ）は先例による。 

 
 

（３）委員会において互選するもの 

名  称 定 数 
法 令 に 

基づく任期 
根 拠 法 令 

常任委員 会 

正・副委員長 
各１人 １年 

宮崎県議会委員会条例 

  第８条、第９条 

議会運営委員会

正・副委員長 
各１人 １年       〃 
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２  根拠法令等抜粋 

（１）監査委員 

【地方自治法（昭和22年法律第67号）】 

    第１９５条  普通地方公共団体に監査委員を置く。 

      ２ 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては４人とし、  

     その他の市及び町村にあっては２人とする。ただし、条例でその定数を増加 

することができる。 

    第１９６条  監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格 

が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に 

関し優れた識見を有する者（議員である者を除く。以下この款において「識 

見を有する者」という。）及び議員のうちから、これを選任する。  

ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。 

     （第２項～第５項省略） 

       ６ 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政 

令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人 

とする。 

    第１９７条  監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあ 

つては４年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。

ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 

 

     【宮崎県監査委員条例（昭和39年宮崎県条例第42号）】 

    第２条  法第１９６条第１項及び第６項の規定により、議員のうちから選任す 

る監査委員の数は、２人とする。 
 
 

（２）開発事業特別資金審議会委員 

   【石河内第二発電所及び川原発電所に関する株式より生ずる利益金の使用等に  

関する条例（昭和34年宮崎県条例第２号）】 

       第８条  知事の諮問に応じ、資金の使用に関し重要な事項を審議させるため、  

宮崎県開発事業特別資金審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

    第９条  審議会は、委員１２人以内で組織する。 

    ２  委員は、次に掲げる者について、知事が任命又は委嘱する。 

    （１）県議会が推せんする議員  ４人以内 

      （第２号、第３号省略） 

    （第３項省略） 

    ４  委員は、再任されることができる。 

 

※ 県議会の議員である委員についての任期の規定はない。 
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（３）感染症対策審議会委員 

     【宮崎県感染症対策審議会条例（平成11年宮崎県条例第11号）】 

    第１条  感染症対策の総合的な推進を図るため、宮崎県感染症対策審議会  

（以下「審議会」という。）を置く。 

    第３条  審議会は、委員１５人以内で組織する。 

    第４条  委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命し、又は委嘱する。 

    （１）県議会議員 

      （第２号～第７号省略） 

    ２  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任 

期間とする。 

    ３  委員は、再任されることができる。 
 
 

（４）都市計画審議会委員 

     【宮崎県都市計画審議会条例（昭和44年宮崎県条例第22号）】 

       第１条  この条例は、都市計画法（昭和43年法律第 100号）第７７条第３項 

の規定に基づき、宮崎県都市計画審議会（以下「審議会」という。）の組 

織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

    第２条  審議会は、委員２４人以内で組織する。 

    ２  委員は、次の各号に掲げる者について知事が委嘱する。 

    （２）県議会の議員  ６人以内 

      （第１号、第３号～第５号省略） 

    （第３項省略） 

    ４  委員は、再任されることができる。 

 

       ※ 県議会の議員である委員についての任期の規定はない。 
 
 

（５）常任委員会及び議会運営委員会の正・副委員長 

     【宮崎県議会委員会条例（昭和31年宮崎県条例第47号）】 

    第８条  常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」という。） 

に、委員長及び副委員長各１人を置く。 

    ２  委員長及び副委員長は、委員会において互選する。 

    第９条  常任委員会及び議会運営委員会の委員長及び副委員長の任期は、１年 

とする。ただし、後任者が選任されるまでの間在任する。 

    ２ 第１４条の規定により辞任した委員長及び副委員長の後任者は、前任者の 

残任期間在任する。 

-3-



資　料 ３


